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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数個のサブ画素を含む表示領域及び前記表示領域の周辺の非表示領域を含む基板と、
　前記サブ画素毎に形成された薄膜トランジスタ、及び前記薄膜トランジスタと接続され
た有機発光ダイオードと、
　前記有機発光ダイオードを完全に覆う第１無機膜と、前記第１無機膜上に形成される有
機膜と、前記第１無機膜の少なくとも一部分上及び前記有機膜上に形成される第２無機膜
とを含む保護部材と、
　前記有機膜は、前記有機発光ダイオードを完全に覆う第１有機パターンと、前記第１有
機パターンから離隔され、前記第１有機パターンを取り囲む少なくとも２つ以上の第２有
機パターンとを含み、
　前記第１有機パターンに隣接する前記第２有機パターンは部分的に開いた領域を有し、
　最外郭の前記第２有機パターンは遮蔽構造であることを特徴とする有機発光ダイオード
表示装置。
【請求項２】
　前記第２有機パターンのそれぞれは、前記第１有機パターンの上面と同じ高さの上面を
有する、請求項１に記載の有機発光ダイオード表示装置。
【請求項３】
　前記第１有機パターンと、前記第１有機パターンに隣接する前記第２有機パターンとが
離隔した領域において前記第１無機膜と前記第２無機膜とが接しており、前記第１有機パ
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ターンは、前記第１無機膜及び前記第２無機膜によって完全に取り囲まれていることを特
徴とする、請求項１又は２に記載の有機発光ダイオード表示装置。
【請求項４】
　前記第１無機膜の縁部と前記第２無機膜の縁部とが接しており、前記第２有機パターン
のそれぞれは、前記第１無機膜及び前記第２無機膜によって完全に取り囲まれていること
を特徴とする、請求項１乃至３のいずれか一項に記載の有機発光ダイオード表示装置。
【請求項５】
　接着剤層を介して前記保護部材の上部面に付着されて前記基板と貼り合わされたエンキ
ャプシュレーションを更に含み、
　前記接着剤層は、前記エンキャプシュレーションと前記基板とを貼り合わせるように、
前記エンキャプシュレーションと前記保護部材との間に形成され、前記第１有機パターン
と、前記第１有機パターンに隣接する前記第２有機パターンとが離隔した領域にも形成さ
れていることを特徴とする、請求項１乃至４のいずれか１項に記載の有機発光ダイオード
表示装置。
【請求項６】
　前記第１有機パターン及び前記第２有機パターンのそれぞれの厚さは、１５μｍ～２５
μｍの範囲内であることを特徴とする、請求項１乃至５のいずれか１項に記載の有機発光
ダイオード表示装置。
【請求項７】
　基板の表示領域に定義された複数個のサブ画素毎に薄膜トランジスタを形成するステッ
プと、
　前記薄膜トランジスタと接続される有機発光ダイオードを形成するステップと、
　前記有機発光ダイオードを完全に覆う第１無機膜を形成するステップと、
　前記有機発光ダイオードを完全に覆う第１有機パターンと、前記第１有機パターンと離
隔され、前記第１有機パターンの周辺を取り囲む少なくとも２つ以上の第２有機パターン
とを含む有機膜を前記第１無機膜上に形成するステップと、
　前記第１無機膜の少なくとも一部分上及び前記有機膜上に第２無機膜を形成するステッ
プと、
を含み、
　前記有機膜を形成するステップは、
　　前記第１無機膜上に有機物質を塗布するステップと、
　　溝を有するモールドを前記有機物質に接触させるステップとを含み、
　最外郭の前記第２有機パターンを遮蔽構造で形成し、前記第１有機パターンに隣接する
前記第２有機パターンを、部分的に開いた領域を有して形成することを特徴とする有機発
光ダイオード表示装置の製造方法。
【請求項８】
　接着剤層を介して前記第２無機膜の上部面にエンキャプシュレーションを付着するステ
ップを含む、請求項７に記載の有機発光ダイオード表示装置の製造方法。
【請求項９】
　前記有機膜を形成するステップは、
　前記有機物質に前記第１有機パターン及び前記第２有機パターンのそれぞれを形成する
領域に、前記溝が形成された前記モールドを位置させるステップと、
　前記有機物質に前記モールドを密着及び加圧させるステップと、
　前記有機物質を硬化させるステップと、
　前記モールドを分離させるステップと、をさらに含むことを特徴とする、請求項７又は
８に記載の有機発光ダイオード表示装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、有機発光ダイオード表示装置及びその製造方法に関する。
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【背景技術】
【０００２】
　様々な情報を画面上に具現する映像表示装置は、情報通信時代の核心技術であって、よ
り薄く、より軽く、携帯可能であると共に、高性能の方向に発展している。特に、有機発
光ダイオード表示装置は、電極間の薄い発光層を用いた、自発光素子である有機発光ダイ
オード（Ｏｒｇａｎｉｃ　Ｌｉｇｈｔ　Ｅｍｉｔｔｉｎｇ　Ｄｉｏｄｅ：ＯＬＥＤ）を含
んで構成される。前記のような有機発光ダイオード表示装置は、紙のように薄膜化が可能
である。
【０００３】
　有機発光ダイオードは、基板のサブ画素領域毎に形成された薄膜トランジスタと接続さ
れる正極（Ａｎｏｄｅ）である第１電極と、発光層（Ｅｍｉｓｓｉｏｎ　Ｌａｙｅｒ；Ｅ
ＭＬ）と、負極（Ｃａｔｈｏｄｅ）である第２電極とを含んで構成される。前記のような
有機発光ダイオードは、第１及び第２電極の間の駆動電流に基づいて発光する。すなわち
、駆動電流によって正孔と電子が発光層内で再結合して生成されたエキシトン（Ｅｘｃｉ
ｔｏｎ）が基底状態に落ちることによって、光が放出される。
【０００４】
　図１は、一般的な有機発光ダイオード表示装置の断面図である。
【０００５】
　図１のように、一般的な有機発光ダイオード表示装置は、基板１０上の表示領域の各サ
ブ画素毎に形成され、半導体層１５、ゲート絶縁膜２０、ゲート電極２５、層間絶縁膜３
０、ソース電極３５ｓ及びドレイン電極３５ｄを含む薄膜トランジスタと、当該薄膜トラ
ンジスタを被覆するように設けられた第１保護膜４０と、薄膜トランジスタと接続され、
第１電極４５、有機発光層５５及び第２電極６０を含む有機発光ダイオードとを含む。有
機発光ダイオードは、バンク絶縁膜５０によって、隣接するサブ画素の有機発光ダイオー
ドと区分される。
【０００６】
　有機発光ダイオードを覆うように保護部材６５，７０，７５が形成される。保護部材６
５，７０，７５は、有機発光ダイオードを完全に覆うように、有機発光ダイオードが形成
された表示領域だけでなく、表示領域の周辺を取り囲む非表示領域にまで形成される。そ
して、保護部材６５，７０，７５上に接着剤８０を介してガラスまたはフィルムのエンキ
ャプシュレーション（Ｅｎｃａｐｓｕｌａｔｉｏｎ）８５が貼り付けられ、基板１０とエ
ンキャプシュレーション８５とが貼り合わされる。
【０００７】
　保護部材６５，７０，７５及びエンキャプシュレーション８５は、水分、酸素などのよ
うな異物から有機発光ダイオードを保護する。一般に、異物９５は、エンキャプシュレー
ション８５によって保護されない有機発光ダイオード表示装置の側面を通して流入する。
したがって、一般的な有機発光ダイオード表示装置において、側面に流入する水分及び酸
素の表示装置内部への経路を接着剤８０を用いて増加させるためには、接着剤８０が形成
される領域の幅を増加させなければならない。しかし、このことは、非表示領域の幅を増
加させることになり、ナローベゼル（Ｎａｒｒｏｗ　ｂｅｚｅｌ）を具現できない。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明は、上記のような問題点を解決するためのもので、有機発光ダイオード表示装置
の側面から水分及び酸素が浸透することを効率的に防止しつつ、ナローベゼル（Ｎａｒｒ
ｏｗ　ｂｅｚｅｌ）を具現することができる有機発光ダイオード表示装置及びその製造方
法を提供するものである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記目的を達成するための本発明の有機発光ダイオード表示装置は、有機発光ダイオー
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ドを完全に覆う保護部材を含む。このとき、保護部材は、有機発光ダイオードを完全に覆
う第１無機膜と、第１無機膜上に形成される有機膜と、第１無機膜及び有機膜上に形成さ
れる第２無機膜とを含む。そして、有機膜は、有機発光ダイオードの上部及び側部に対応
する第１有機パターンと、第１有機パターンから離隔し、第１有機パターンを取り囲み、
第１有機パターンの上面の高さと同じ高さの上面を有する第２有機パターンとを含む。こ
のとき、第１、第２有機パターンは、１５μｍ～２５μｍの厚さを有する。
【００１０】
　また、本発明の有機発光ダイオードの製造方法は、モールドを用いるインプリンティン
グ工程により有機膜を形成する。
【００１１】
　特に、第１、第２無機膜は、第１有機パターンと第２有機パターンとが離隔した領域に
おいて互いに接し、第１無機膜の縁部と第２無機膜の縁部も互いに接して、第１有機パタ
ーン、第２有機パターンは、第１、第２無機膜によって完全に取り囲まれる。そして、基
板とエンキャプシュレーションとを貼り合わせるためにエンキャプシュレーションと保護
部材との間に形成された接着剤は、第１有機パターンと第２有機パターンとが離隔した領
域にも形成される。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明の有機発光ダイオード表示装置及びその製造方法は、インプリンティング方法に
より微細な幅を有する第２有機パターンを形成することによって、ナローベゼルを具現す
ると共に、有機発光ダイオード表示装置の側面から水分及び酸素が浸透することを効果的
に防止することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】一般的な有機発光ダイオード表示装置の断面図である。
【図２】本発明の一実施例に係る有機発光ダイオード表示装置の断面図である。
【図３】図２の非表示領域の拡大図である。
【図４Ａ】保護部材の平面図である。
【図４Ｂ】保護部材の平面図である。
【図５Ａ】本発明の一実施例に係る有機発光ダイオード表示装置の製造方法を示す工程断
面図である。
【図５Ｂ】本発明の一実施例に係る有機発光ダイオード表示装置の製造方法を示す工程断
面図である。
【図５Ｃ】本発明の一実施例に係る有機発光ダイオード表示装置の製造方法を示す工程断
面図である。
【図５Ｄ】本発明の一実施例に係る有機発光ダイオード表示装置の製造方法を示す工程断
面図である。
【図５Ｅ】本発明の一実施例に係る有機発光ダイオード表示装置の製造方法を示す工程断
面図である。
【図５Ｆ】本発明の一実施例に係る有機発光ダイオード表示装置の製造方法を示す工程断
面図である。
【図６Ａ】図５Ｄの有機膜を形成する工程を具体的に示す工程断面図である。
【図６Ｂ】図５Ｄの有機膜を形成する工程を具体的に示す工程断面図である。
【図６Ｃ】図５Ｄの有機膜を形成する工程を具体的に示す工程断面図である。
【図６Ｄ】図５Ｄの有機膜を形成する工程を具体的に示す工程断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、添付の図面を参照して、本発明に係る有機発光ダイオード表示装置を詳細に説明
すると、次の通りである。
【００１５】
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　図２は、本発明の一実施例に係る有機発光ダイオード表示装置の断面図であり、図３は
、図２の非表示領域の拡大図である。そして、図４Ａ及び図４Ｂは、保護部材の平面図で
ある。
【００１６】
　図２のように、本発明の有機発光ダイオード表示装置は、複数個のサブ画素を含む表示
領域及び非表示領域が定義された基板１００と、サブ画素毎に形成された薄膜トランジス
タＴＦＴ及び有機発光ダイオードＯＬＥＤと、有機発光ダイオードＯＬＥＤを完全に覆う
保護部材と、接着剤１７５を介して基板１００と貼り合わされたエンキャプシュレーショ
ン１８０とを含む。
【００１７】
　具体的には、基板１００の表示領域にデータ配線とゲート配線とが交差して複数個のサ
ブ画素が定義される。そして、サブ画素毎に、スイッチング薄膜トランジスタ、駆動薄膜
トランジスタ、ストレージキャパシタ及び有機発光ダイオードが形成され、図２には、駆
動薄膜トランジスタＴＦＴと有機発光ダイオードＯＬＥＤのみを示した。
【００１８】
　駆動薄膜トランジスタＴＦＴは、半導体層１０５と、半導体層１０５を覆うゲート絶縁
膜１１０上に形成されるゲート電極１１５と、ゲート電極１１５を覆う層間絶縁膜１２０
上に形成されるソース電極１２５ｓ及びドレイン電極１２５ｄとを含む。図示していない
が、半導体層１０５は、ソース領域、チャネル領域及びドレイン領域を含む。そして、ゲ
ート電極１１５は、ゲート絶縁膜１１０を挟んで半導体層１０５のチャネル領域と重なる
。ソース電極１２５ｓ及びドレイン電極１２５ｄは、それぞれ半導体層１０５のソース領
域及びドレイン領域と接続される。
【００１９】
　上記のような駆動薄膜トランジスタを覆うように第１保護膜１３０が形成される。第１
保護膜１３０は、無機物質と有機物質が積層された構造で形成されてもよい。そして、第
１保護膜１３０上に有機発光ダイオードＯＬＥＤが形成される。有機発光ダイオードは、
第１電極１３５、有機発光層１４５及び第２電極１５０を含む。
【００２０】
　第１電極１３５は、第１保護膜１３０を貫通するコンタクトホールを介してドレイン電
極１２５ｄと接続される。有機発光層１４５から放出される光がエンキャプシュレーショ
ン１８０を介して放出される場合、第１電極１３５は、不透明伝導性物質と透明伝導性物
質が積層された構造で形成されてもよい。または、有機発光層１４５から放出される光が
基板１００を介して放出される場合、第１電極１３５は透明伝導性物質で形成される。
【００２１】
　そして、第１電極１３５の縁領域を覆うバンク絶縁膜１４０は、隣接するサブ画素の間
に形成されて有機発光ダイオードの発光領域を定義し、隣接する有機発光ダイオードを区
分する。
【００２２】
　有機発光層１４５は、バンク絶縁膜１４０によって露出された第１電極１３５上に形成
される。第２電極１５０は有機発光層１４５上に形成される。第２電極１５０は、表示領
域の複数個の有機発光層１４５及びバンク絶縁膜１４０を覆うように一体型に形成される
か、または第１電極１３５のように各サブ画素毎に形成されてもよい。有機発光層１４５
から放出される光がエンキャプシュレーション１８０を介して放出される場合、第２電極
１５０は、上述した透明伝導性物質で形成される。または、有機発光層１４５から放出さ
れる光が基板１００を介して放出される場合、第２電極１５０は不透明伝導性物質で形成
される。
【００２３】
　そして、第２電極１５０上に第２保護膜１５５が形成される。第２保護膜１５５は、有
機物質で形成されることで、保護部材１６０，１６５，１７０を形成する前に流入した異
物による第２電極１５０の損傷などを防止する。
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【００２４】
　そして、前記のような第２保護膜１５５上に、有機発光ダイオードを水分、酸素などの
ような異物から保護するための保護部材１６０，１６５，１７０が備えられる。保護部材
１６０，１６５，１７０は、有機発光ダイオードを完全に覆うように、表示領域だけでな
く非表示領域にまで形成される。保護部材１６０，１６５，１７０は、無機膜と有機膜が
積層された構造である。例示的に、図では、保護部材１６０，１６５，１７０が第１無機
膜１６０、有機膜１６５及び第２無機膜１７０が順次積層された構造であるものと示した
が、保護部材１６０，１６５，１７０の構造はこれに限定されない。
【００２５】
　具体的には、第２保護膜１５５上に、ＳｉＮｘ、ＳｉＯｘ、ＳｉＯＮ、及びＡｌ２Ｏ３

などのような無機物質からなる第１無機膜１６０が形成される。第１無機膜１６０は、基
板１００上に形成され、異物の流入を防止するように、表示領域に形成された複数個の有
機発光ダイオードを完全に覆う。図示していないが、基板１００上の非表示領域に形成さ
れたパッド部（図示せず）は、第１無機膜１６０で覆われない。第１無機膜１６０の厚さ
は０．５μｍ～１．５μｍであってもよい。
【００２６】
　第１無機膜１６０上にＢｅｎｚｏｃｙｃｌｏｂｕｔｅｎｅ（ＢＣＢ）またはアクリル（
Ａｃｒｙｌ）系樹脂などのような有機物質からなる有機膜１６５が形成される。有機膜１
６５は、流入してきた異物の有機発光ダイオードＯＬＥＤへの移動経路を遮断するための
ものである。これによって、異物が表示装置内に流入してきても、有機膜１６５によって
異物の有機発光ダイオード内部への侵入が抑制されるため、有機発光ダイオードの寿命を
維持することができる。また、有機膜１６５は、一般的には１０μｍ程度の大きさを有す
る異物が流入しても表面を平坦に維持できる程度の十分な厚さで形成される。例示的に、
有機膜１６５の厚さは１５μｍ～２５μｍであってもよい。
【００２７】
　有機膜１６５は、表示領域に形成された複数個の有機発光ダイオードの上部及び側部に
対応する第１有機パターン１６５ａと、第１有機パターン１６５ａを取り囲むように非表
示領域に形成された第２有機パターン１６５ｂとを含む。
【００２８】
　具体的には、第１有機パターン１６５ａは、第１無機膜１６０を挟んでバンク絶縁膜１
４０の縁部まで覆うように形成されて、有機発光ダイオードを完全に覆う。有機発光ダイ
オードと重なる領域での第１有機パターン１６５ａの厚さは、有機発光ダイオードと重な
らない最外郭領域での第１有機パターン１６５ａの厚さとは異なる。すなわち、第１有機
パターン１６５ａが最も厚い領域は、第１有機パターン１６５ａの最外郭領域である。
【００２９】
　第２有機パターン１６５ｂは、第１有機パターン１６５ａの上部面と同じ高さの上部面
を有し、第２有機パターン１６５ｂの厚さは、第１有機パターン１６５ａの最外郭領域の
厚さと同一である。第２有機パターン１６５ｂは、非表示領域に形成され、第１有機パタ
ーン１６５ａの縁部から一定間隔離隔され第１有機パターン１６５ａの周辺を取り囲む。
このとき、第２有機パターン１６５ｂは、少なくとも１つ以上備えられ、図では、２つの
第２有機パターン１６５ｂを図示した。
【００３０】
　そして、前記のような有機膜１６５上に、有機膜１６５を完全に覆う第２無機膜１７０
が形成される。第２無機膜１７０は、第１無機膜１６０のように、ＳｉＮｘ、ＳｉＯｘ、
ＳｉＯＮ、及びＡｌ２Ｏ３などのような無機物質で形成される。第２無機膜１７０の厚さ
は０．５μｍ～１．５μｍであってもよい。第２無機膜１７０は、有機膜１６５の表面に
沿って形成されて、第１有機パターン１６５ａと第２有機パターン１６５ｂとが離隔した
領域において第１無機膜１６０と第２無機膜１７０とが互いに接触する。そして、第１無
機膜１６０の縁部と第２無機膜１７０の縁部も互いに接触する。したがって、第１、第２
無機膜１６０，１７０の間に挟まれた有機膜１６５は、第１、第２無機膜１６０，１７０
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によって完全に取り囲まれる。
【００３１】
　具体的には、図３のように、第２有機パターン１６５ｂの幅ｗが広すぎる場合、非表示
領域の幅が増加してナローベゼルを具現することができない。したがって、第２有機パタ
ーン１６５ｂの幅ｗは、数十ｎｍ～数十μｍであることが好ましい。例えば、第２有機パ
ターン１６５ｂの幅ｗは１０ｎｍであることが好ましい。
【００３２】
　また、第１、第２有機パターン１６５ａ，１６５ｂの離隔間隔ｄが広すぎる場合にも、
ナローベゼルを具現することができず、離隔間隔が狭すぎる場合、第１、第２有機パター
ン１６５ａ，１６５ｂの表面に第２無機膜１７０を均一な厚さで形成することができない
。
【００３３】
　具体的には、第１、第２有機パターン１６５ａ，１６５ｂの離隔間隔ｄは、第２無機膜
１７０の厚さｔの二倍よりも大きくなければならない。これは、第１、第２有機パターン
１６５ａ，１６５ｂの離隔領域において第２無機膜１７０が均一な厚さを有することで、
第２無機膜１７０が第１、第２有機パターン１６５ａ，１６５ｂ上に均一に形成されるよ
うにするためである。
【００３４】
　そして、第１、第２有機パターン１６５ａ，１６５ｂの離隔間隔ｄが広すぎる場合、ナ
ローベゼルを具現することができない。したがって、第１、第２有機パターン１６５ａ，
１６５ｂの離隔間隔ｄは、ナローベゼル及び工程マージンを考慮して、第２有機パターン
１６５ｂの幅ｗよりは小さいことが好ましい。
【００３５】
　図４Ａのように、本発明の一実施例に係る第１有機パターン１６５ａは、表示領域に形
成された複数個の有機発光ダイオードを完全に覆い、少なくとも１つの第２有機パターン
１６５ｂは、非表示領域に形成されて第１有機パターン１６５ａの周辺を取り囲む。
【００３６】
　特に、図４Ｂのように、２つの第２有機パターン１６５ｂを有する場合、最外郭の第２
有機パターン１６５ｂは、第１有機パターン１６５ａを完全に取り囲む遮蔽構造で形成さ
れ、第１有機パターン１６５ａと隣接する第２有機パターン１６５ｂは、部分的にオープ
ン（ＯＰＥＮ）された領域を有することができる。このように第２有機パターン１６５ｂ
を構成することで、例えば樹脂系の材料から第２有機パターン１６５ｂを形成する際に生
じ得る余分な材料を、オープンされた領域を介して表示領域の外へ排出することができる
。このようにして第２有機パターン１６５ｂの材料が表示領域へ浸透することを抑制する
ことにより、表示領域に表示される画像にむらが生じてしまう現象を回避することができ
る。
【００３７】
　再び図２を参照すると、接着剤１７５を介して、ガラスまたはフィルムのエンキャプシ
ュレーション１８０が基板１００と貼り合わされる。接着剤１７５は、保護部材１６０，
１６５，１７０の上部面及び側面まで完全に覆うように、第１有機パターン１６５ａと第
２有機パターン１６５ｂとが離隔した領域にも形成される。このとき、接着剤１７５は、
樹脂系の材料で形成され、エンキャプシュレーション１８０と基板１００とを貼り合わせ
ると共に、側面から有機発光ダイオードＯＬＥＤに流入しようとする水分及び酸素の経路
を遮断する。
【００３８】
　したがって、本発明の一実施例に係る有機発光ダイオード表示装置は、第１無機膜１６
０、有機膜１６５及び第２無機膜１７０が積層された多重層構造の保護部材１６０，１６
５，１７０を備えることで、有機発光ダイオードの内部に流入しようとする酸素及び水分
を遮断することができる。特に、有機膜１６５が、表示領域に形成された複数個の有機発
光ダイオードの上部及び側部に対応する第１有機パターン１６５ａと、第１有機パターン
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１６５ａを取り囲むように非表示領域に形成された第２有機パターン１６５ｂとを含み、
第１、第２有機パターン１６５ａ，１６５ｂが第１、第２無機膜１６０，１７０によって
完全に取り囲まれるので、側面からの酸素及び水分を効率的に遮断することができ、ナロ
ーベゼルを具現できる。
【００３９】
　例えば、有機膜１６５が第１有機パターン１６５ａ及び１つの第２有機パターン１６５
ｂを含む場合、側面から酸素及び水分が有機発光ダイオードに流入するためには、接着剤
１７５－第２無機膜１７０－第２有機パターン１６５ｂ－第２無機膜１７０－接着剤１７
５－第２無機膜１７０－第１有機パターン１６５ａ－第１無機膜１６０の全てを通過しな
ければならない。したがって、本発明は、酸素及び水分の浸透を効果的に遮断することが
できる。
【００４０】
　特に、第２有機パターン１６５ｂは、数十ｎｍ～数十μｍの微細な幅を有する。したが
って、本発明の有機発光ダイオード表示装置は、表示領域の縁部から基板１００の縁部ま
での非表示領域の幅を増加させずに、効率的に酸素及び水分を遮断できるので、１ｍｍ以
下のナローベゼルを具現することができる。
【００４１】
　以下、添付の図面を参照して、本発明の一実施例に係る有機発光ダイオード表示装置の
製造方法を具体的に説明すると、次の通りである。
【００４２】
　図５Ａ乃至図５Ｆは、本発明の一実施例に係る有機発光ダイオード表示装置の製造方法
を示す工程断面図である。そして、図６Ａ乃至図６Ｄは、図５Ｄの有機膜を形成する工程
を具体的に示す工程断面図である。
【００４３】
　図５Ａのように、基板１００の表示領域にゲート配線とデータ配線が交差して定義され
た複数個のサブ画素毎に、半導体層１０５、ゲート絶縁膜１１０上のゲート電極１１５、
層間絶縁膜１２０上のソース電極１２５ｓ及びドレイン電極１２５ｄを形成することによ
って、駆動薄膜トランジスタを形成する。図示していないが、駆動薄膜トランジスタを形
成するとき、駆動薄膜トランジスタと接続されたスイッチング薄膜トランジスタをさらに
形成する。
【００４４】
　そして、駆動薄膜トランジスタを覆うように有機物質で第１保護膜１３０を形成する。
そして、第１保護膜１３０を選択的に除去し、第１保護膜１３０を貫通するコンタクトホ
ールを形成する。駆動薄膜トランジスタのドレイン電極１２５ｄの少なくとも一部は、コ
ンタクトホールによって露出する。図では、単一層の第１保護膜１３０を示したが、第１
保護膜１３０を有機物質と無機物質とが積層された構造で形成してもよい。
【００４５】
　次いで、図５Ｂのように、第１保護膜１３０上に有機発光ダイオードを形成する。具体
的には、コンタクトホールを含む第１保護膜１３０の全面に第１電極物質を形成し、これ
をパターニングして、コンタクトホールを介してドレイン電極１２５ｄと接続される第１
電極１３５を形成する。第１電極１３５は、各サブ画素の駆動薄膜トランジスタと接続さ
れ、各サブ画素毎に分離された構造である。
【００４６】
　そして、第１電極１３５を含む基板１００の全面にポリイミド、フォトアクリル（ｐｈ
ｏｔｏ　ａｃｒｙｌ）、ベンゾシクロブテン（ＢＣＢ）などのような有機絶縁物質を塗布
し、これをパターニングして、第１電極１３５の一部の領域を露出させるバンク絶縁膜１
４０を形成する。バンク絶縁膜１４０は、隣接するサブ画素の間に形成されて有機発光ダ
イオードの発光領域を定義し、隣接する有機発光ダイオードを区分する。
【００４７】
　次いで、バンク絶縁膜１４０によって露出された第１電極１３５上に有機発光層１４５
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を形成する。そして、バンク絶縁膜１４０及び有機発光層１４５を含んだ基板１００の全
面に第２電極物質を形成し、これをパターニングして、第２電極１５０を形成する。第２
電極１５０は、表示領域の複数個の有機発光層１４５及びバンク絶縁膜１４０を覆うよう
に一体型に形成する。そして、保護部材１６０，１６５，１７０を形成する前に流入した
異物による第１、第２電極１３５，１５０及び有機発光層１４５の損傷などを防止するた
めに、第２電極１５０上に第２保護膜１５５を形成する。第２保護膜１５５は有機物質で
形成する。即ち、無機物質からなる第２電極１５０上には、有機物質からなる第２保護膜
１５５が形成されるように構成する。
【００４８】
　そして、図５Ｃのように、第２保護膜１５５を含んだ基板１００の全面に、スパッタリ
ングまたはＣＶＤ工程を用いて、ＳｉＮｘ、ＳｉＯｘ、ＳｉＯＮ、及びＡｌ２Ｏ３などの
ような物質を形成し、これを選択的に除去して第１無機膜１６０を形成する。第１無機膜
１６０は、表示領域に形成された複数個の有機発光ダイオードを完全に覆い、基板１００
のパッド領域を露出させるように形成される。
【００４９】
　そして、図５Ｄのように、第１無機膜１６０上に、インプリンティング工程により、有
機物質を用いて、第１、第２有機パターン１６５ａ，１６５ｂを含む有機膜１６５を形成
する。
【００５０】
　具体的には、図６Ａのように、第１無機膜１６０を含む基板１００の全面に、Ｂｅｎｚ
ｏｃｙｃｌｏｂｕｔｅｎｅ（ＢＣＢ）またはアクリル（Ａｃｒｙｌ）系樹脂などのような
有機物質２００を塗布する。このとき、有機物質２００は、異物が流入しても表面を平坦
化できるように十分な厚さで形成する。
【００５１】
　そして、図６Ｂのように、真空状態で有機物質２００上にモールド３００を位置させる
。モールド３００は、第１有機パターン１６５ａを形成する領域及び第２有機パターン１
６５ｂを形成する領域に対応する溝３００ａを含む。溝３００ａは、電子ビームを用いた
エッチング方法またはフォトリソグラフィ工程などで形成することで、溝の深さ及び幅を
容易に調節することができる。このとき、溝３００ａの深さは、第２有機パターン１６５
ｂの厚さに対応する。例示的に、溝３００ａの深さは、１５μｍ～２５μｍであってもよ
い。また、溝３００ａの幅は、第２有機パターン１６５ｂの幅に対応する。例示的に、溝
３００ａの幅は、数十ｎｍ～数十μｍであってもよい。
【００５２】
　そして、図６Ｃのように、有機物質２００にモールド３００を密着及び加圧して、有機
物質２００がモールド３００の溝３００ａに充填される。次いで、モールド３００が有機
物質２００に密着した状態で熱を加えるか、またはＵＶを照射して、有機物質を硬化させ
る。したがって、本発明は、モールド３００が加圧された状態で硬化処理を行うので、有
機物質２００の縁部が流れ落ちることを防止することができる。
【００５３】
　そして、図６Ｄのように、硬化された有機物質からモールド３００を分離し、第１、第
２有機パターン１６５ａ，１６５ｂを形成する。図示していないが、第１、第２有機パタ
ーン１６５ａ，１６５ｂの周辺に残っている残膜を除去する工程がさらに行われてもよい
。
【００５４】
　前記のようなインプリンティング工程は、電子ビームまたはフォトリソグラフィ工程に
より、微細な幅を有する溝３００ａをモールド３００に形成できるので、微細な幅を有す
る第２有機パターン１６５ｂを形成することができる。また、インプリンティング工程は
、基板１００とモールド３００との貼り合わせ公差が小さいので、第１、第２有機パター
ン１６５ａ，１６５ｂを正確な位置に形成することができる。
【００５５】
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　第１有機パターン１６５ａは、複数個の有機発光ダイオードの上部及び側部だけでなく
、第１無機膜１６０を挟んでバンク絶縁膜１４０の側部まで対応することによって、有機
発光ダイオードを完全に取り囲む。このようにして形成される第１有機パターン１６５ａ
の厚さは、有機発光ダイオードと重なる領域と、有機発光ダイオードと重ならない最外郭
領域とにおいて互いに異なり、最外郭領域の厚さが最も厚い。
【００５６】
　そして、第２有機パターン１６５ｂは、第１有機パターン１６５ａの縁部から一定間隔
離隔され、第１有機パターン１６５ａの周辺を取り囲むように非表示領域に形成される。
第２有機パターン１６５ｂの厚さは、第１有機パターン１６５ａの最外郭の厚さと同一で
ある。すなわち、本発明の一実施例は、非表示領域の第２有機パターン１６５ｂが十分な
厚さを有することで、側面に水分及び酸素が浸透することを効果的に防止することができ
る。
【００５７】
　次いで、図５Ｅのように、第１無機膜１６０及び有機膜１６５上に、スパッタリングま
たはＣＶＤ工程を用いて、ＳｉＮｘ、ＳｉＯｘ、ＳｉＯＮ、及びＡｌ２Ｏ３などのような
物質を形成し、これをパターニングして、第２無機膜１７０を形成する。第２無機膜１７
０は、第１、第２有機パターン１６５ａ，１６５ｂの表面に沿って形成されて、第１有機
パターン１６５ａと第２有機パターン１６５ｂとが離隔した領域において第１無機膜１６
０と第２無機膜１７０とが互いに接し、また第１無機膜１６０の縁部と第２無機膜１７０
の縁部とが接する。したがって、第１、第２有機パターン１６５ａ，１６５ｂは、第１、
第２無機膜１６０，１７０によって完全に取り囲まれる。
【００５８】
　したがって、本発明の一実施例に係る有機発光ダイオード表示装置は、第１無機膜１６
０、有機膜１６５及び第２無機膜１７０が積層された多重層構造の保護部材１６０，１６
５，１７０を備えることで、有機発光ダイオードの内部に流入しようとする酸素及び水分
を遮断することができる。特に、有機膜１６５は、表示領域に形成された複数個の有機発
光ダイオードの上部及び側部に対応する第１有機パターン１６５ａと、第１有機パターン
１６５ａを取り囲むように非表示領域に形成された第２有機パターン１６５ｂとを含み、
第１、第２無機膜１６０，１７０の間に挟まれた第１、第２有機パターン１６５ａ，１６
５ｂが第１、第２無機膜１６０，１７０によって完全に取り囲まれるので、非表示領域を
幅を増大させること無く側面からの酸素及び水分を効率的に遮断することができ、ナロー
ベゼルを具現できる。
【００５９】
　そして、図５Ｆのように、ガラスまたはフィルムのエンキャプシュレーション１８０の
一面に接着剤１７５を塗布し、保護部材１６０，１６５，１７０が形成された基板１００
とエンキャプシュレーション１８０とが互いに対向するように配置した後、接着剤１７５
を介して基板１００とエンキャプシュレーション１８０とを貼り合わせる。
【００６０】
　上述した本発明の一実施例によれば、インプリンティング工程により有機膜を形成する
ことによって、有機発光ダイオード表示装置は、ナローベゼルを具現すると共に、側面か
ら水分及び酸素が浸透することを効果的に防止することができる。
【００６１】
　一般的な有機発光ダイオード表示装置は、スクリーンプリンティング方法により、有機
膜を形成する領域にのみ有機物質を塗布するので、有機物質を硬化させる前に有機物質が
流れてしまい、有機膜の上部に形成される無機膜が有機膜の縁部を十分に覆うことができ
ないという問題が発生する。したがって、これを防止するために、一般的な有機発光ダイ
オード表示装置は、非表示領域に有機物質が流れることを防止するための構造物をさらに
形成するので、構造物を形成するための数百μｍの領域が必要である。
【００６２】
　しかし、本発明の一実施例は、インプリンティング工程により微細な幅を有する有機膜
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ちにモールド３００を用いて加圧し、モールド３００が加圧された状態で硬化を行うので
、有機物質２００の縁部が流れ落ちることを防止することができる。特に、第２有機パタ
ーン１６５ｂの厚さが、有機発光ダイオード上に形成される第１有機パターン１６５ａの
厚さと同一であるので、非表示領域の第２有機パターン１６５ｂが十分な厚さを有する。
したがって、本発明は、側面から水分及び酸素が浸透することを効果的に防止することが
できる。
【００６３】
　以上で説明した本発明は、上述した実施例及び添付の図面に限定されるものではなく、
本発明の技術的思想を逸脱しない範囲内で様々な置換、変形及び変更が可能であるという
ことが、本発明の属する技術分野における通常の知識を有する者によって明白であるだろ
う。
【符号の説明】
【００６４】
　　１００　　基板
　　１０５　　半導体層
　　１１０　　ゲート絶縁膜
　　１１５　　ゲート電極
　　１２０　　層間絶縁膜
　　１２５ｄ　　ドレイン電極
　　１２５ｓ　　ソース電極
　　１３０　　第１保護膜
　　１３５　　第１電極
　　１４０　　バンク絶縁膜
　　１４５　　有機発光層
　　１５０　　第２電極
　　１５５　　第２保護膜
　　１６０　　第１無機膜
　　１６５　　有機膜
　　１６５ａ　　第１有機パターン
　　１６５ｂ　　第２有機パターン
　　１７０　　第２無機膜
　　１７５　　接着剤
　　１８０　　エンキャプシュレーション
　　２００　　有機物質
　　３００　　モールド
　　３００ａ　　溝
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